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平 成 ２０年 度 事 業 報 告 書 

Ⅰ 学園概要について 

１．法人の目的 

この法人は、教育基本法及び学校教育法に従って学校教育を行い、平和な社会に貢献する有

用な人材を育成することを目的とする。 

２．役員の状況 

理事定数 ９名 監事定数 ２名 

理事長 高橋 征主 監事 江戸 忠 

理事 宮野 良一 監事 堺 暢之 

理事 早坂 三郎 

理事 岩本 三好 

理事 俵  正市 

理事 奥田 眞丈 

理事 足立 能夫 

理事 倉光 弘己 

理事 松本  章 

評議員定数 １９名 

（平成２１年３月３１日現在） 

３．法人の沿革 

昭和１１年１０月２６日 財団法人芦屋啓成会設立され、芦屋高等女学校認可される。 

昭和２２年０４月０１日 学制改革により、芦屋女子高等学校、芦屋女子中学校となる。 

昭和２６年０３月１４日 私立学校法執行により、財団法人「芦屋啓成会」を学校法人「芦屋学

園」とする。 

昭和２８年０３月０９日 幼稚園設置認可される。 

昭和３５年０１月２０日 芦屋女子短期大学（家政科）設置認可される。 

昭和３７年０３月２３日 芦屋女子短期大学専攻科増設及び学生定員変更受理される。 

昭和３９年０１月２５日 芦屋大学（教育学部教育学科）設置認可される。 

昭和４０年１２月２７日 芦屋大学教育学部に産業教育学科増設認可される。 

昭和４３年０２月０３日 芦屋女子短期大学に英文科、幼児教育学科増設認可される。 

昭和４３年０３月３０日 芦屋大学大学院（博士課程、修士課程）設置認可される。 

昭和４４年０４月１２日 芦屋女子短期大学の家政科、英文科、幼児教育科を家政学科、

英文学科、幼児教育学科に変更認可される。 

昭和４５年０３月２５日 芦屋学園幼稚園を芦屋大学附属幼稚園に名称変更。 

昭和４７年０１月２８日 芦屋大学教育学部英語英文学教育科増設認可並に教育学科定員

変更届受理される。 
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昭和４８年０１月２６日 芦屋大学教育学部児童教育学科増設認可並に学生定員変更

（教育学科４０、産業教育学科７０）受理される。 

昭和５０年１２月０３日 芦屋女子短期大学学生定員変更（家政学科１５０、幼児教育学科

１００）受理される。 

昭和５０年１２月１０日 芦屋大学学生定員変更（教育学科５０、産業教育学科１００、児童教育

学科５０）受理される。 

昭和５７年１１月２６日 芦屋女子高等学校及び芦屋女子中学校収容定員変更受理される。 

昭和５９年１０月１５日 芦屋女子高等学校、普通科収容定員変更及び国際文化科設置認可

される。 

昭和６０年０３月２２日 芦屋大学大学院教育学研究科英語英文学教育専攻（修士課程）

増設認可される。 

昭和６０年１２月０７日 芦屋女子高等学校、芦屋女子中学校を芦屋大学附属高等学校、

芦屋大学附属中学校とする名称変更受理される。 

昭和６１年０３月１８日 芦屋大学大学院教育学研究科技術教育専攻（修士課程）増設認可

される。 

昭和６１年１０月０１日 芦屋大学附属高等学校普通科、国際文化科収容定員変更受理される。 

昭和６１年１２月２３日 芦屋大学学生定員変更（教育学科４０、産業教育学科１３０、児童教育

学科３０）認可される。 

平成１１年１２月２２日 芦屋女子短期大学学生定員変更（家政学科１００、英文学科５０、

幼児教育学科５０）認可される。 

平成１４年０３月２５日 芦屋女子短期大学英文学科募集停止 

平成１６年０３月３１日 芦屋女子短期大学英文学科廃止 

平成１６年１１月３０日 芦屋女子短期大学に文化福祉学科増設認可される。 

平成１８年０４月０１日 芦屋大学教育学部英語英文学教育科を国際コミュニケーション

教育科に変更 

平成１８年０４月０１日 芦屋大学学生定員変更（教育学科３０、産業教育学科１２０、国

際コミュニケーション教育科４０、児童教育学科６０） 

平成１８年０５月２２日 芦屋大学に経営教育学部新設認可される。 

平成１９年０４月０１日 芦屋大学教育学部を臨床教育学部に変更 

平成１９年０４月０１日 芦屋大学教育学部産業教育学科を経営教育学部経営教育学

科に変更 

平成１９年０４月０１日 芦屋女子短期大学家政学科を生活創造学科に変更 
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４．各大学・学校等の構成（平成２０年５月１日現在） 

芦 屋 大 学 

所在地：兵庫県芦屋市六麓荘町１３番２２号 

建学の精神・教育目標 

本学は教育基本法に則り、学校教育法の定めるところに従い、「人それぞれに天職に生き

る」の建学の精神のもとで、教育に必須な学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力

を展開させ、健全な平和社会に寄与貢献する有為の人材を育成することを目的とする。 

学生の状況 

 入学定員 入学者数 定  員 学生数 

教育学科 ３０名 ４名 １３０名 ４４名 

産業教育学科 ０名 ０名 ２５０名 １０８名 

国際コミュニケーション教育科 ４０名 １１名 １７０名 ４２名 

児童教育学科 ６０名 ３３名 ２１０名 ２１３名 

臨床教育学部 小計 １３０名 ４８名 ７６０名 ４０７名 

経営教育学科 １２０名 ２３名 ２４０名 ８７名 

経営教育学部 小計 １２０名 ２３名 ２４０名 ８７名 

計 ２５０名 ７１名 １，０００名 ５９０名 

教職員の状況： 教 授 ３６名 

 准教授 １２名 

 講 師 ４名 

 専任教員計 ５２名 

 専任職員計 ４６名 

 

芦屋大学大学院 

所在地：兵庫県芦屋市六麓荘町１３番２２号 

学生の状況 

  入学定員 入学者数 定  員 学生数 

教育学科研究科   

教育学専攻博士後期課程 ５名 ０名 １５名 ２名 

教育学専攻博士前期課程 １０名 ２名 ２０名 ８名 

技術教育専攻修士課程 ５名 ２名 １０名 ６名 

英語英文学教育専攻修士課程 ５名 ０名 １０名 ０名 
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芦屋女子短期大学 

所在地：兵庫県芦屋市六麓荘町１４番１０号 

建学の精神・教育目標 

本学は、教育基本法に則り、学校教育法の定める所に従い、芦屋学園の「人それぞれに天

職に生きる」の建学の精神の下、幅広く深い教養並びに生活創造、幼児教育及び文化福祉

に必須な専門教育を施し、知能の啓培と応用能力を養い、健全な平和社会に寄与貢献する

有為の女性、即ち「良き妻、良き母、良き社会への貢献者」を育成することをもって目的とす

る。 

学生の状況 

  入学定員 入学者数 定  員 学生数 

生活創造学科 １００名 ２２名 ２００名 ４０名 

幼児教育学科 ５０名 ３５名 １００名 ７６名 

文化福祉学科 ５０名 ７名 １００名 ２１名 

計 ２００名 ６４名 ４００名 １３７名 

教職員の状況： 教 授 ２０名 

 准教授 ４名 

 講 師 ６名 

 専任教員計 ３０名 

 専任職員計 ９名 

 

芦屋大学附属高等学校 

所在地：兵庫県芦屋市六麓荘町１６番１８号 

教育目標 

中学校における教育の基礎の上に心身の発達に応じて高等普通教育を施すことを目的と

する。 

生徒の状況 

  募集定員 入学者数 定  員 生徒数 

普通科 １００名 ８８名 １，０８０名 ２８５名 

国際文化科 ９０名 １２２名 ２７０名 ２８５名 

計 １９０名 ２１０名 １，３５０名 ５７０名 

教職員の状況： 専任教員計 ４８名 

 専任職員計 ６名 
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芦屋大学附属中学校 

所在地：兵庫県芦屋市六麓荘町１６番１８号 

教育目標 

教育基本法及び学校教育法に基づき、小学校における教育の基礎の上に心身の発達に

応じて中等普通教育を施すことを目的とする。 

生徒の状況 

  募集定員 入学者数 定  員 生徒数 

中学校 １００名 ４６名 ６００名 １２３名 

教職員の状況： 専任教員計 １５名 

 専任職員計 １名 

 

芦屋大学附属幼稚園 

所在地：兵庫県芦屋市六麓荘町１６番３号 

教育目標 

学校教育法に基づき、幼児を保育し、適当な環境を与えてその心身を健全に発達させ、善

良な性情をかんようし、家庭教育を補う事を目的とする。 

園児の状況 

   入園者数 定  員 園児数 

幼稚園 ６０名 １７０名 １７７名 

教職員の状況： 専任教員計 １４名 

 専任職員計 １名 
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５．理事会・評議員会の管理運営について 

①理事の選任について 

平成２０年５月２８日の理事会において、平成２０年５月２８日をもって任期満了となった理事に

ついて、下記のとおり改選を行った。任期は、平成２３年５月２８日までである。 

第４号 評議員のうちから理事会において選任された者 

俵 正市 重任 奥田 眞丈 重任 

高橋 征主 重任 足立 能夫 重任 

第６号 この法人の役員又は職員でない（私立学校法第３８条第５項及び第６項の定めるところ

による）学識経験者のうち理事会において選任された者 

松本  章 重任 

平成２０年５月２８日の理事会において選任されなかった、第５号理事（この法人に対する功労

者のうちから理事会において選任された者）について、平成２０年９月２４日の理事会において、

倉光弘己が選任された。 

②理事長の互選について 

平成２０年５月２８日の理事会において、奥田眞丈理事長から平成２０年５月２８日付で辞任の

申し出があったことを受け、新理事長の互選を行い、高橋征主常務理事が平成２０年５月２９日

付で新理事長に就任した。 

③監事の選任について 

平成２０年５月２８日の理事会・評議員会において、平成２０年５月２８日をもって任期満了によ

り退任した大野芳彦、戸奈常光の両名の後任として、江戸 忠、堺 暢之が選任された。任期は、

平成２３年５月２８日までである。 

④芦屋大学長の選任について 

平成２０年９月２４日の理事会において、平成２０年１０月２日をもって任期満了をむかえ、規程

により退任することとなった倉光弘己の後任として、宮野良一が新学長として選任された。任期

は、平成２４年１０月２日までである。 

６．人事・組織の管理運営について 

①大学・短期大学教員の出勤日数等の制約について 

平成２１年度より、大学・短期大学教員の１週間の出勤日数等について、原則として週４日（３０

時間）を制約すること決定した。 

 

②早期退職希望者の募集について 

平成２１年度に、平成２２から２５年度に定年退職を迎える教職員に対して早期退職希望者の

募集を行うことを決定した。 

 

③通勤費の支給停止について 

平成２１年度より、大学・短期大学教職員に係る学園バス運行区間のバス運賃の支給の停止

を決定した。 

 



 - 7 -

７．施設・設備の管理について 

予算承認を受け実施した大規模な改修工事等は、次のとおりである。 

①工事名： 芦屋大学福山記念館進入路アスファルト補修及び駐車場白線工事 

 福山記念館２階建て駐車場補修工事 

 ８号館鉄骨階段塗装工事 

 芦屋大学附属中・高等学校中央ロビー前 タイル改修更新工事 

発注額： ９，０５１，０００円（税込み） 

発注先： 株式会社松田組 

 

②工事名： 芦屋大学附属中・高等学校 ２・３号館空調設備更新工事 

 芦屋大学附属中・高等学校 ４号館空調機近隣騒音対策工事 

発注額： ６９，３００，０００円（税込み） 

発注先： 須賀工業株式会社 

 

③工事名： 芦屋大学附属中・高等学校 ５号館空調機器更新工事 

発注額： ３，２９７，０００円（税込み） 

発注先： 日立空調テクノサービス株式会社 

 

④工事名： 芦屋大学附属幼稚園 保育室工事 

 芦屋大学附属幼稚園 車庫改装工事 

発注額： １５，３７２，０００円（税込み） 

発注先： 株式会社大丸装工 

 

⑤工事名： 芦屋大学附属幼稚園 その他工事 

発注額： ２，９４０，０００円（税込み） 

発注先： 八紘建設株式会社 

 

８．平成２０年度決算の概要について 

【資金収支計算書】 

資金収支計算書は、毎会計年度の諸活動に対応するすべての収入及び支出の内容並びに

当該会計年度における支払資金の収入及び支出の顛末を明らかにした ものです。 

収入の部、支出の部の合計は、予算対比８億１千４百万円増額し、７２億３千１百万円とな

りました。また、資金収支の顛末である次年度繰越支払資金は、１３億４千８百万円減少し、

２８億８百万円となりました。 

【消費収支計算書】 

消費収支計算書は、当該年度の消費収入及び支出の内容及び均衡を明らかにするものです。 

収入の部については、第１回補正予算時より主な増減としては、寄付金収入 １千５百万円の

増、補助金収入 ６千７百万円の増、資産運用収入（利息・配当金等） １千１百万円の増、資産
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売却差額 １千１百万円の増、雑収入（退職給与引当金取崩額等） ７千８百万円 増であり、帰

属収入合計では１億８千２百万円の収入の増加となり、１９億７百万円となりました。 

支出の部については、第１回補正予算時より主な増減としては、人件費支出（主は、教員人件

費の２千２百万円の減、退職給与引当金繰入額の６千４百万円の増） ４千６百万円の増、教育

研究経費支出 ３千万円の減、管理経費支出（主は、広報費支出の４千万円の増） ２千４百万

円の増、資産処分差額 ２億２千４百万円の増であり、消費支出合計では２億６千７百万円の支

出の増加となり、３５億８千９百万円となりました。 

基本金組入額は、１千２百万円増加し、１億４千３百万円となりました。 

その結果、当年度消費収支超過額は、１８億２千６百万円となり、翌年度繰越消費支出超過額

は、４０億４千２百万円となりました。 

【貸借対照表】 

毎会計年度末における総資産及び総資金（負債、基本金、消費収支 差額）の価額とその

内訳を明らかにするものです。 

資産の部については、固定資産（主は、減価償却） ２億７千７百万円の減、流動資産（主は、

現金預金 １３億４千８百万円の減、有価証券 １億２千６百万円の減） １４億２千３百万円の

減であり、資産の部合計では１７億７百万円の減少となり、総額２７９億９千万円となりました。 

負債の部については、固定負債（主は、退職給与引当金 ３千４百万円の減）、流動負債 

９百万円の減であり、負債の部合計では２千５百万円の減少となり、１２億８千３百万円となり

ました。 

基本金の部については、１億４千３百万円が増加し、総額３０７億４千８百万円となりました。 

その結果、翌年度繰越消費収支差額は、４０億４千３百万円となり、正味財産は、２６７億５百万

円となります。 
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Ⅱ 芦 屋 大 学 

１．基本的姿勢と新たな取り組みについて 

近年の少子化と大学間競争の激化のなかで、学内の改善意識の共有を深めることで、競合す

る他大学に先駆けた特色づくりを目指した。 

平成２１年度に機関別認証評価を受審することになっており、準備作業を通じて大学としての

組織的不備を認識することになり、平成２０年１０月の学長交代を機に大学内の全面的な改善･

改革に取りかかった。 

その基本理念は、教員と職員が手を携えて大学をもり立てる「教職協働」と全学的な情報の共

有と簡素で明確な責任体制を実現する「上意下達、下意上達」である。 

平成１９年度に行った２学部への改組改編により、教授会を「学部教授会」に改編した。それに

伴い、教授会の全学的な機能を引き継いで担う「評議会」を新設した。 

学長の下に「大学改革室」を設置して、大学改革の各分野を手分けして着手出来る体制を整

備し、大学改革室の構成員として「学長補佐」と「調査役」の役職を新設した。 

平成２０年１１月から３ヶ月間「大学改革懇談室」を設置して、構成員が手分けして大学の教職

員から大学改革に向けての意見の聞き取りを行った。 

これまで不備であった、学部長と学科主任の選考や権限についての各種規程を整備すると共

に、教育職員の任用や昇任に関する「芦屋大学教育職員資格審査規程」を整備した。 

入試業務が統一的、一体的に効率よく進むように、「入学統括本部」の仕組みを整備・改編す

ると共に、大学の入試委員会の制度的見直しを行った。 

２．学生募集について 

①附属高校との連携強化について 

附属高等学校とのより一層の提携関係を強化するべきであり、出前授業、高校の授業支援、

保護者への働きかけなどを、高校側との協議の上取り組んだ。 

平成２０年度前半は、大学側の入試広報体制の不備もあって十分な効果を上げられなかった

が、後半になって所期の提携作業を進めることができた。 

②高大連携の推進について 

平成１９年度の予備的接触の実績から、重点候補校約２０校に担当者を配置し、出前授業を

契機にして高校側との連携に取り組んだ。特に兵庫県下の公立高校が平成２１年度からの学区

の広域化に備えて、それぞれの高校が個性化、特徴化を推進しているため、各高校の手助け

を行うことが連携関係を強化につながるものと考えられるとして、公立高校との高大連携に取り

組んだが、平成２１年度入学生に高大連携の努力による実積が現れていないのが現状であり、

今後は、見直しを進めながら、入学生獲得の実積につながるように取り組んでいく。 

③オープンキャンパスの充実について 

入学者への事前教育のカリキュラムを加工して、オープンキャンパスで模擬授業を行うなど、さ

らに魅力的な充実に取り組むことを目指した。 

また、教員・職員の努力により、内容の充実には、見るべきものがあったが、所謂「集客」につな

がらなかったことを反省し、平成２１年度のオープンキャンパスに役立てる。 
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④ホームページの充実について 

ホームページの刷新を図るためホームページ委員会を組織し、受験生に対して大学の教育内

容が伝わり易いようにリニューアルを行い、年間を通じて積極的な活動を行い、平成２０年度後

半に委員会規程を策定した。 

⑤大学院の活性化について 

特別支援教育系の科目等履修生のために、平成２１年度までに科目等履修生を経由して短

期在学（１年）するコース、または学費を割引して長期在学（３年又は４年）で修了するコースを

検討し、学則の改正でその一部を実施することになった。 

３．大学の個性化、魅力化について 

①導入教育および個人指導の充実化について 

基礎学力の補習、及び大学における学習姿勢をはじめ、明確な目的意識がなく進学してきた

学生に対する動機付けなど課題が多い導入教育であるが、一人ひとりの個人事情に対応したき

めの細かい指導体制を確立し、導入教育及び個人指導のより一層の充実のため、基礎課程教

育委員会で積極的な取り組みを行ってきたが、その成果は十分とは言い難く、平成２１年度以

降も引き続き努力を続けていく。 

②授業の公開について 

授業方法の改善のための教員相互の見学と相互の検証を行えるよう、授業を公開する具体的

なルールを早急に決めて実施に取り組くんでいたが、それなりに慎重な対応や制度の準備を要

する事柄であるので平成２０年度内の実現に至らなかった。 

③建学の精神、学部・学科の使命・目的について 

「人それぞれに天職に生きる」という建学の精神は、学内において周知されているが、学部・学

科の使命、目的については、十分に理解され、生かされているとは言いがたいので、大学全体

の教育課程とカリキュラムの見直しをしなければならないが、平成２０年度内の着手は出来なか

ったため、平成２１年度にはそのために組織を立ち上げて、作業取り組む。 

④授業の魅力化について 

従来からの基本的な授業に加えて、高校生、保護者、高等学校から見て、斬新で魅力的な授

業を加えてゆく努力を続ける必要がある。 

平成１９年度には特別支援教育関係、経営者論関係など高等学校からの要望により工夫をし

てきたが、平成２０年度も新しいものをいくつか付け加え、引き続き、高等学校の意見を参考に

して、さらに工夫を加えてゆく必要がある。 

答えを教える授業でなく、思考力を養うような授業科目の充実を図るとともに、シラバスの表現

方法、内容の改変まで、大学主体により魅力化に取り組む。 

⑤ＦＤ活動の活性化について 

大学の魅力化、及び個性化のために、学内のＦＤ活動をもっと活用することをめざした。 

平成２１年度に受審する機関別認証評価への対応のため、日本高等教育評価機構から伊藤

敏弘評価事業部長を講師に招いて研修を行うとともに、平成２０年度末には、平成２１年度から

教育学科のスポーツ教育コース開設を記念して、山梨大学 教授 植屋清見を招いて講演会を

開催した。 
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⑥センターの新しい役割について 

学生が学生生活等における悩み相談をしやすい場所が各センターになっており、学業以外の

悩みについては専門家に相談ができる支援体制の確立に取り組むとともに、キャリアサポートオ

フィスの改革を行い、平成２１年４月１日より、学生生活支援の新しい制度である担任制を実施し、

その担任に教職教育支援センター、ビジネス研究センター及びキャリア支援センター(キャリア

サポートオフィスを改組)の専門スタッフが加えた。 

⑦特別支援教育補助員養成事業について 

文部科学省から委託事業である標記事業は、平成２１年度までの３年間継続予定であり、平成

２０年度は、その第２年目にあたり、事業の実施母体である発達障害教育研究所の改革を行うと

ともに、参加者への手厚い対応を続けている。 

⑧教員免許状更新予備講習について 

平成２１年４月からの教員免許更新制の実施を前に、免許状更新講習(予備講習)を平成２０年

８月１８日から２３日まで本学で実施した。 
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Ⅲ 芦屋女子短期大学 

１．当該年度の事業概要について 

「学園の改革方針」のもと、短期大学の改革について常勤理事会及び教授会で検討と審議を重

ね、介護福祉士の国家資格に対応する文化福祉学科を平成２２年度から募集停止とした。 

次に、平成２２年度に受審する第三者評価の準備のため、平成１９年度自己・点検評価報告書を

作成・公表し、併せて平成２０年度自己点検評価を早期にまとめるべく着手した。続いて、この評

価活動にもとづき樟蔭東女子短期大学との相互点検評価も公表を前提に実施した。 

また、３学科に設定された教育研究上の目的を点検すると共に学生・教職課程・研究紀要編集

の３委員会を発足させ、これに伴い３委員会の規程を制定し、併せて既成規程の検討により改訂

すると共に、教授会はじめ各種委員会議事録を閲覧に供し、教職員が確認し易くした。 

更には、本学独自の科目であるガイダンスの充実を図るため、コミュニケーションスキル並びに利

他的マナーの修得と自己理解及び職業についての理解を深める内容を取り入れた。このほかの

全学教養科目と教育目的のための学科専門科目も教育課程を改善し、加えて導入教育について

も検討・審議した。 

なお、教員の研究と教育では、研究紀要の年２回の発行及び科学研究費補助金の採択が昨年

と同数に留まったが、ＦＤ・ＳＤ活動は着実な足跡を残した。 

２．教育内容の進捗状況について 

①生活創造学科 

学科の教育目的である「仕事と家庭の調和を可能にする知識と技能を学び、社会の変化に対

応できる女性の養成」のための調理師コースとライフプロデュースによる本学科全体の取り組み

として、ガイダンスの充実及びカリキュラム改善を行い、学生が WORK･LIFE バランスの理解のもと

生涯目的の設定及びエレガントさとマナーの修得により社会性と実践力を向上できる教育環境

の整備に努めた。また、文化福祉学科の平成２２年度からの募集停止に伴い、社会的要請の強

い介護福祉についての教育的使命達成のため「介護職員基礎研修」の資格に対応する教育課

程を新たに設けることとした。更に、本学科の定員数変更及び中学校教諭２種免許状（家庭）の

存廃について検討を重ねた。 

なお、厚生労働省近畿厚生局健康福祉部健康福祉課による調理師養成施設の指導調査を

受け、指導事項について改善し、同課に報告した。 

②幼児教育学科 

実習施設や就職先において、心豊かな感性と乳幼児期の心身の発達に対応できる確かな知識

とスキルを持って教育に携ることができる学生育成のためカリキュラムの改善を行い、事前・事後

の実習指導、本学独自の１年生初期の保育園実習体験、附属幼稚園及び関係の保育施設との

連携により実践性と就職機会を高めた。また、高大連携授業を附属高校及び兵庫県立西宮甲山

高等学校にて行い、更には芦屋大学が文部科学省から委託され開催した教員免許状更新講習

の幼児教育を担当し、その社会的役割を担った。 

③文化福祉学科 

他者に共感し相手の立場に立って考えられる豊かな人間性と福祉の知識及び技術を養成す
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る教育内容の充実のため、また平成２１年度から導入される１，８００時間対応の新カリキュラム編

成について担当と協議を重ね決定した。 

しかし、高齢者増加に伴い社会的要請が増すなか、本学科の定員を充足していないことと全

国福祉系の大学・短期大学・専門学校においても９割が定員割れにあることによる平成２２年度

よりの本学科募集停止の決定を受け、学科構成教員の理解を得ると共に、人的対応を図った。 

３．教育環境と施設・設備について 

豊かな自然環境にあるが、施設・設備を含めた教育環境の改善を継続し、教材作成室･短大キャ

リアサポートオフィスの新設と各施設の改善を行い、また福山記念館新館の教室利用等について

検討した。 

４．学生支援と就職について 

クラブ活動を自由参加としたため所属学生数は減少したが、主体性は向上し、公式戦への参加

やイベント要請による諸活動も増え、またファッションコンクールでの連続受賞、そして地域へのボ

ランティア活動も活性化した。これらの活動については学園祭でも報告されたが、調理師コース学

生による「アシヤカレッジレストラン」は一層の活況を呈した。 

また、学生生活指導については、クラス担任による相談的学業生活支援指導は本学の教育の一

環として学生はもとより保護者からの信頼を得ているが、併せて親元を離れて入学した学生の支

援・サポートの一つとして下宿訪問等の指導を継続した。 

就職指導については、学園キャリアサポートオフィスの短大オフィスと学生課及びクラス担任、ま

た幼児教育・文化福祉の両学科実習指導教員とも連携し対応した。しかし、一層の就職サポート

のため外部講師や本学卒業生による講義・講演や就職への協力のもと多様なインターンシップに

もつなげ、学生の社会的活動の場と機会の展開を図る指導が出来た。その結果、世界同時不況

の影響を否定できないものの、進学及び就職希望者は進路につくことができた。また、内定取り消

しなどは確認されなかったものの、就職への動機づけ涵養の必要性が保護者共々にあると認識さ

れた。尚、これらの学生指導の全般に対応する学生委員会を発足させ、その充実と徹底を図っ

た。 

５．FD と SD について 

授業内容と方法並びに学生指導の改善のため自己点検・評価による現状認識と FD 研修を行う

と共に、学生の授業マナーの改善及び教員の授業スキルの向上のため学生による授業評価アン

ケート資料をもとに共通理解を図った。 

FD 研修としては、毎月の教授会での FD ニュースが教育改善の情報提供の機会となっているが、

併せて学内研修会を開催し、更には学外で開催された大学コンソーシアム等や芦屋大学主催に

よる研修会にも積極的に参加した。なお、SD 活動については、学園の SD 研修に加え独自に SD

連絡会を毎月開催し、教授会での審議・報告内容の理解のみならず、大学教育の現状と今後に

ついての理解の深化に努めた。 
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６．入試について 

平成２０年度入試結果についての原因究明と反省に立ち、多様な入試方法の検証を行った。殊

に特待生入試については、筆記試験による特待生選考から校長推薦重視に変え、優秀な生徒が

チャレンジし易い特待生入試に変更した。しかし、指定校入試・特待生入試についての本学の情

報が高校の先生や生徒・保護者の認識に届いていないとの分析から、アドミッションオフィスや支

援組織と共に高等学校の担任・生徒に届く高等学校訪問説明に一丸となって邁進し、またこのた

めにホームページをリニューアルした。 

また、附属高等学校への出前授業の反省と今後の目標・内容・方法の検討による相互理解によ

り、一層の展開の調整に努め、加えて宣真高等学校との高大連携協定後の展開、更には他の高

等学校とも出前授業などによる交流を通じて募集活動の新展開を図る高大連携を実施した。併せ

て教職員による、これまでの入試実績校、兵庫県･大阪府内の高等学校に焦点を当てた積極的な

説明訪問を行ったが、学内の緊密な連携による展開には至らなかった。 

７．社会貢献について 

今年度も新聞などで取り上げられたのは、調理師コースによる兵庫県農林水産総合農政課の「ご

はんを食べよう県民運動」とのプロジェクト、そしてアシヤカレッジレストランの営業並びにファッショ

ングランプリコンテストでの連続入賞のニュースであった。他にも、軽音楽部などによる学外での

様々なイベントへの参加活動も高い評価を得てきた。更に、文化福祉学科学生による特別養護老

人ホームでの清掃等のボランティア活動も継続された。 

また、本学教員による昨年に引き続いての公開講座は、子育て支援のための「親子で楽しく」で

はお母様方の関心を呼び、邦楽・洋楽による日本の心と音プログラムもこれまで以上の参加者で

好評を得ることができ、今後の開催数と内容についての企画検討も行った。また、大阪府私立幼

稚園連盟の依頼による現場の先生向け各種研修及び教員免許状更新講習に講師として協力し、

現場における問題に悩む教員への相談にも対応した。 

８．中期計画について 

学園の改革方針並びに学位授与機関としての使命と責任達成の観点から、全学科の教育目的と

教育の質の保証のための点検、更には芦屋大学の学部化への検討とこれらに伴う教育改善並び

に教養教育の充実と資格に対応する専門科目による教育課程について検討・審議を重ね、今後

も短期大学の改善・改革に向け歩みを進める。 
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Ⅳ 芦屋大学附属高等学校 

１．校舎統一と新校名への取り組みについて 

①建学の精神を生かした新校風の樹立と浸透について 

ア）教育方針の再確認と指導の徹底 「独立と自由」「創造と奉仕」「遵法と敬愛」 

イ）基本的生活習慣の定着と向上 

○合い言葉「紳士・淑女」・ Ｇ―ＳＴＥＰの実践 

○正しい服装、正しい日本語、言葉遣いの指導と徹底 

○教職員自らのレベルアップの向上に努める 

○毎週月曜日 全職員が校門に立ち、挨拶の励行 

○「生徒をどのように育てるか」について、職員研修を実施し、統一した指導体制を図る 

○ショートホームルームの充実、ロングホームルームの年間計画の作成に努める 

②制服問題について 

ア）両科の女子制服統一（従来の普通科制服）校章について普通科は白色、国際文化科は青色 

イ）男子制服は紺色スーツ（保護者・生徒・教職員の意見を参考にして決定） 

③学校行事・生徒会組織について 

ア）２１年度より生徒会組織を一本化にするために、合同で活動 

イ）生徒会を中心とした学校行事の開催 

○普通科・国際文化科合同による体育大会実施（普通科グランド） 

④育友会の合併協議会の組織について 

ア）中学校（普通科・国際文化科）と高等学校（普通科・国際文化科）の４つの育友会組織を

平成２１年度より中学校と高等学校の２つの組織とする 

○それに伴い育友会規約の改正提案 

○平成２１年５月２３日（土）育友会合同総会実施により決定予定 

２．教育内容の充実とカリキュラムの見直しについて 

①国際文化科教養コース２年生は、教養系と情報系のクラス編成を２１年度より実施計画 

②普通科１年生より特別進学コースと総合進学コースのクラス編成を２１年度より実施計画 

ア）特別進学コース（１クラス） 

○７限授業及び特別授業（夏期休暇中の７月下旬と８月下旬）の実施計画 

イ）総合進学コース（２クラス） 

○２年次からの（ア）子ども発達系（イ）生活科学系（ウ）芸術系に向けて、個人指導実施

計画 

③学習指導の強化 

ア）魅力ある授業の研究 

○平成２０年９月２日 研究授業：国際文化科１年（国語、数学、理科、情報） 

○平成２１年１月９日 研究授業：中学１年（英語、技術・家庭） 

○分科会（司会：教科主任） 

○全体会（教科主任からの報告） 
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イ）教職員による授業自己評価実施（平成２０年６月実施） 

３．学習支援・スクーリング教育の充実について 

①生徒情報連絡会の定着 

②大島教授を中心とした生徒・保護者面談と学習会による生徒理解の深化 

③担任・学年と学習支援室間の緊密な連携と相談 

④少人数学習システムのスクーリングをセミナーコースと改名 

⑤５名の生徒を３期生として卒業させる 

４．国際（理解）教育の充実について 

①留学提携校との留学生の交換について 

○セント・ピーターズ・カレッジ（オーストラリア）へ６名派遣 

○ウイクリフ・カレッジ（イギリス）へ５名派遣 

○セント・ピーターズ・カレッジ（オーストラリア）から１名受け入れ 

○ウイクリフ・カレッジ（イギリス）から２名受け入 

○マクレンズ・カレッジ（ニュージーランド）と提携、２０年度より交換を実施 

○ピンブル・レイディズ・カレッジ（オーストラリア）と提携、２１年度より交換実施 

②国際理解教育と英語力アップへの取り組み 

ア）留学生事前指導 

○長期留学生－交換留学生の数が目的別（私費）留学生を上回ってきた 

○提携校交換留学生－ホームステイ英語を指導し、少し自信をつけさせた 

○提携校との交換留学の対象学年を中学３年生まで下げたことが、中学生の英語学習の

意欲を高める結果となった 

イ）海外語学研修・修学旅行 

○高校２年生（国際文化科）－ニュージーランドで１３日間のホームステイ 

○高校２年生（普通科）－オーストラリアでの７日間の修学旅行 

○中学３年生（国際文化科コース）－ニュージーランドでの１０日間のホームステイ 

○希望者（中 1～高３）－カナダでの１０日間のホームステイ 

ウ）Sydney boys' School から１名の男子留学生を５ヶ月間受け入れ 

エ）アメリカ・モンテベロ市からの留学生受け入れ 

○芦屋市国際交流協会の依頼で、芦屋市の姉妹都市であるモンテベロ市から２名の学

生を８月に１日間受け入れ 

オ）英検、SLEP（留学認定試験）、TOEIC など、各種検定試験への積極的な取り組み 

５．学力の促進と進路指導の深化・充実について 

①学力の促進について 

ア）交流コースの７校時実施（月・水・木） 夏季・冬季・春季の学力補充授業実施 

イ）週４回の数学（２回）・英語（２回）の質問教室実施   大学院生 

ウ）１・２学期末考査終了後及び休暇中の補習実施 
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②進路指導（大学・短大との交流）について 

ア）短大体験授業（高２普通科対象） １２月１５日 場所：短大 

イ）短大・大学説明会（高２対象）  ２月 ７日 場所：本校 

ウ）大学体験授業（高２対象）  ２月 ９日 場所：大学 

６．広報活動と生徒募集活動の強化について 

①各種行事について 

ア）数楽トライアスロン（楽しみながら数学的な素養を身につける） 

６月２１日（土） １３０名参加 

イ）ドリームカルチャー（陶芸・理科実験・木工芸・手芸など育友会の応援を得て、小・中学生の

夏休みを有意義に） 

７月１９日（土） ４０５名参加 

ウ）イングリッシュ・サマースクール 

（本校英語教師及び外国人教師による小学生対象の英会話） 

８月２０日～２６日 ３０名参加 

エ）オープンスクール（中学生対象に、授業体験とクラブ体験） 

７月３１日（木） １６６名参加 

②吹奏楽塾（音楽を通して協調性、社会生などを養い、優しさと思いやりのある人間形成）について 

期 間：２０年９月～２１年３月 月１回土曜日 １３時～１７時 

場 所：本 校 

参加中学校数：８校  生徒数 ５５名 

３月７日（土） 「吹奏楽塾」チャレンジコンサート実施 

本校体育館 １４：３０～１５：３０  来校者 ２２０名 

③招待試合（女子バスケ、女子バレー、女子卓球、ソフトテニス） 

延べ、５,８８０名を招待 

④入試説明会 

本校で ６回実施 小学生 １０５名、中学生 ４１７名  計 ５２２名 

外部で１３回実施 小学生  ４３名、中学生 １７２名  計 ２１５名  

本校で塾対象説明会（７月９日）  ９７名参加 

⑤塾・学校訪問（延べ）小学校 １８２回、中学校 １,０６４回、塾 ６９９回 

⑥母校訪問 ６月２６日（木）～７月１６日（水）１年生対象（２・３年生は希望者） 

７．施設・設備の充実について 

○本館３階ホールの絨毯・壁紙改修（３月） 

○校舎統一による国文科情報系の設置に伴うコンピューター室の整備（５月） 

○２・３号館の空調機の整備（７・８月） 

○中央ロビー南側のタイルの滑り止め工事（８月） 

○４号館空調屋外機の移動（８月） 
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Ⅴ 芦屋大学附属中学校 

１．校舎統一と新校名への取り組みについて 

①建学の精神を生かした新校風の樹立と浸透について 

ア）教育方針の再確認と指導の徹底 「独立と自由」「創造と奉仕」「遵法と敬愛」 

イ）基本的生活習慣の定着と向上 

○合い言葉「紳士・淑女」・ Ｇ―ＳＴＥＰの実践 

○正しい服装、正しい日本語、言葉遣いの指導と徹底 

○教職員自らのレベルアップの向上に努める 

○毎週月曜日 全職員が校門に立ち、挨拶の励行 

○「生徒をどのように育てるか」について、職員研修を実施し、統一した指導体制を図る 

○ショートホームルームの充実、ロングホームルームの年間計画の作成に努める 

②制服問題について 

ア）両科の女子制服統一（従来の普通科制服）校章について普通科は白色、国際文化科は青色 

イ）男子制服は紺色スーツ（保護者・生徒・教職員の意見を参考にして決定） 

③学校行事・生徒会組織について 

ア）２１年度より生徒会組織を一本化にするために、合同で活動 

イ）生徒会を中心とした学校行事の開催 

○普通科・国際文化科合同による体育大会実施（普通科グランド） 

④育友会の合併協議会の組織について 

ア）中学校（普通科・国際文化科）と高等学校（普通科・国際文化科）の４つの育友会組織を平

成２１年度より中学校と高等学校の２つの組織とする 

○それに伴い育友会規約の改正提案 

○平成２１年５月２３日（土）育友会合同総会実施により決定予定 

⑤中学校の編成と校舎独立の検討について 

○普通科コースと国際文化科コースの名称の検討 

２．学習指導の充実について 

①中高一貫教育による能力の伸長 

ア）７限目の授業   各学年１週間に２日実施（英語・数学の補習）学力の向上と学ぶ意欲を喚起 

イ）各検定（漢字・英語・日本語）合格に向けての補習 

○各自の目標を決めて、達成に向けての指導 

②全校描画会 ５月８日（木）中学全員が北山緑化公園で実施 

③生徒理解と教科指導の充実  

現関西国際大学教授中尾先生（元神戸市教育委員会指導主事）を講師に招き、授業参

観や、ひとり一人の描画（特に中学１年生）の分析から生徒の特徴などについて研修会を

行い、今後の指導の在り方への共通理解を深める。本年で６年になる。５月２６日（月）実施 
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３．体験重視の教育推進について 

①トライやるウィーク（平成２０年６月１６日～６月２０日の５日間） 

○中学２年４７名 芦屋市内のコープ・ピーコック・海洋体育館・消防署・保育園などで実

施し、社会体験することによって、労働の厳しさや大切さを学ぶ 

②奉仕活動推進 

○ ４月 桜の花拾いボランティア活動参加（校内） 

○１１月 落ち葉拾いボランティア活動参加（校内） 

４．生徒募集活動の強化について 

①出身小学校訪問（平成２０年６月２６日～７月１６日実施） 

②ピアチューター制度の定着 高校２・３年生が１学期間、中学１年生の登下校から学校生活や部

活入部の相談などを世話する制度。本年で６年になる。 

③各種行事 

○数楽トライアスロン（楽しみながら数学的な素養を身につける） 

６月２１日（土） １３０名参加 

○ドリームカルチャー（陶芸・理科実験・木工芸・手芸など育友会の応援を得て、小・中学

生の夏休みを有意義に） 

７月１９日（土） ４０５名参加 

○イングリッシュ・サマースクール（本校英語教師及び外国人教師による小学生対象の英

会話） 

８月２０日～２６日 ３０名参加 

④塾・小・中学校訪問活動の強化 

○塾・学校への最低６回訪問目標の達成に努める 
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Ⅵ 芦屋大学附属幼稚園 

１．教育内容について 

①年間カリキュラムについて 

平成１９年度より食育の強化のため飼育栽培を保育計画に取り入れ、年間を通じ四季折々の

食物を栽培、収穫し、それを用いての調理実習を実施に、回数も増やした。 

これらの実体験を通し、食育のメインテーマである「楽しく食べる」ことを体感させ、偏食指導に

繋げるとともに、動植物の命を貰って自分たちも生かされていることを気付かせ、食べ物に対す

る感謝や食べ物を粗末にしないことを学習させた。 

②集団の中で個を育む教育について 

毎朝各家庭から提出される連絡ノートに対して保育時間内に回答できないことも多く、その時

には、直接保護者に電話連絡し両者の共通理解を図っている。ただ、保護者が外出している場

合が多く、勤務時間内に連絡がつかない時の対応が今後の課題である。 

③自然体験の充実について 

春・秋の年２回 芦屋カントリー無料開放日に自然体験を満喫させることができ、また、卒園生

のご厚意によりブドウ狩り体験も行い実体験の素晴らしさを経験させることができた。 

④遅バス計画の再検討について 

遅バスを待っている園児が有意義に過ごせるよう、平成２０年度は父母の会の協力も得て、手

作り遊具を購入するとともに、歌・手遊び・ゲーム等を取り入れ、ビデオに頼らない教育計画を作

成し成果をあることができた。 

⑤英会話（年中・年長）指導について 

父母の会の協力を得て、平成１９年度から引き続いて年間の教育効果を知る為、年長児が国

連英検ジュニアテストを受験し、全員が合格することができた。この経験は、小学校入学を目前

にした園児にとって、大いに自信を深めることとなった。 

⑥科学遊びの実施について 

父母の会の協力を得て、平成２０年度後期より年長児のみ科学遊び導入し、６回実施した。 

実験を直接経験することによって興味や関心が一層増し、教材も自宅に持ち帰り、自宅にお

いて実験を再現させるため、保護者からも大変好評を得ている。 

⑦餅つきについて 

父母の会の協力を得て、平成２０年度より保護者の参加により実施し、父親の参加も多数あり、

大好評であった。 

２．施設の充実について 

①ライブラリーの活用及び推進について 

園舎改築工事による書籍の移動のため、子どもライブラリーの活用は、希望者への貸し出しを

除いて活用することができなかった。 

②ナースリー教室新設に伴う設備工事について 

ナースリー教室の新設を行い、それに伴う室内整備を行った。 
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③園舎及び園庭・園庭遊具の危険箇所補修及び新設について 

平成２１年度の開始に向け、園内の危険箇所の再確認と死角を作らないことを検討した。 

３．教師間の連携について 

朝礼と終礼を徹底させたことにより、教師間における共通理解が深まり、教師間の連携もスム

ーズに行われるようになった。 

４．自己評価の実施について 

本園の全保護者を対象に、本園の教育に対する１０項目のアンケートを無記名により実施し、

結果は次のとおりである。 

Q.お子様は、毎日喜んで登園されましたか 

 （・はい ９６％） 

Q.日々の保育に満足されていますか 

 （・はい ９２％） 

Q.年間の行事内容に満足されていますか 

 （・はい ９２％） 

Q.お子様にとって良い物的環境を提供できていたでしょうか 

 （・はい ９４％） 

Q.お子様たちにとって本園教諭は良い人的環境だったでしょうか 

 （・はい ９５％） 

Q.安全対策に関して満足していただけましたでしょうか 

 （・はい ９０％） 

Q.給食及び偏食指導に対し、満足いただけたでしょうか 

 （・はい ８７％） 

Q.クラス便り・ふたば・日々の書簡ノートで、園のお子様の様子がご理解頂けましたか 

 （・はい ９０％） 

Q.教師間の連携はとれていましたか 

 （・はい ９０％） 

Q.科学遊びは、効果的であったでしょうか[年長児のみ] 

 （・はい ９２％） 

５．ＦＤについて 

２名教諭が兵庫県より「子育て支援相談員認定書」を取得した。 


